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まちづくり課の目標（令和５年度）自己評価書

まちづくり課長 石川 智

個別事業とその目標 達成度
目標達成の効果又は

達成できなかった理由等

１ 町道の整備と修繕

（１）整備（計画整備班・維持管理班）

尾上及び飯積地先の町道 02-012 号線において盛土工事、酒々井（横町）地先

の町道 02-009 号線において舗装工事を行います。

中川流域治水対策のうち最も有効な対策である中川調節池整備に伴う用地買

収を推進します。

（２）修繕（維持管理班）

橋梁の長寿命化のため、無名橋（20）の補修設計、JR酒々井駅自由通路軌道

上点検業務及び高野台橋の補修工事を行います。

２ 道路及び公園施設の適切な維持管理

（１）道路施設の適切な維持管理（維持管理班）

住民協働課機動班と協働して、定期的な道路パトロールを実施し、道路舗装

や交通安全施設の異状の把握に努めるとともに、迅速な対応を行います。

（２）公園施設の適切な維持管理（維持管理班）

総合公園の園路舗装工事を行います。また、街区公園である神明公園の舗装

工事を行います。

３

４

４

４

町道 02-012 号線は、予定通り盛土工事を実施しました。

町道 02-009 号線は、電気通信業者の占用工事に時間を要

したことから舗装工事が予定通り実施出来ませんでした。

中川調節池の用地は概ね買収は出来たが、仮登記の処理や

価格面での折り合いがつかなかった等、一部の地権者と契

約が出来ませんでした。引き続き、理解を求めていきます。

無名橋（20）の補修設計、JR 酒々井駅自由通路軌道上点

検業務及び高野台橋の補修工事については、予定通り完了

しました。

住民協働課機動班と協働して実施した道路パトロールや

利用者からの通報により路面状況の把握に務めるととも

に、迅速な対応を行ったことで道路瑕疵の減量に努めまし

た。

総合公園の園路舗装工事及び新明公園の舗装工事を予定

通り完了しました。

達成度：R6.3.31の自己評価
５ 目標を完全に達成した。

４ 目標を概ね達成した。

３ 目標を一部達成した。

２ 目標をほとんど達成できなかった。

１ 目標をまったく達成できなかった。
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（３）植栽の適切な維持管理（維持管理班）

住民協働課機動班と協働して、道路や公園・緑地等の除草及び植栽の剪定等

を適切な時期に実施し、安全な歩行空間の確保や良好な公園・緑地等の維持に

努めます。

３ 安全で快適なまちづくり

（１）空き家等対策（計画整備班）

町の空家等対策計画や空き家等対策の協定事業のひとつである空き家予防セ

ミナーの開催などを町ホームページや広報「ニューしすい」等で周知します。

また、最新の空き家実態を調査し、空き家の発生防止と空き家の有効活用等に

向けた取り組みを推進します。

（２）良好な景観形成の促進（計画整備班）

景観法及び町景観基本条例の目的や理念、町景観条例の規定等について、町

ホームページや広報「ニューしすい」等で周知し、届け出にあたり適正な指導

を行い、良好な景観の形成に向けた取り組みを推進します。

（３）住宅耐震改修の促進（計画整備班）

住宅耐震診断、住宅耐震改修工事、耐震シェルター等の整備及び危険コンク

リートブロック塀等の撤去の各種補助制度について、町ホームページや広報「ニ

ューしすい」等で周知し、住宅耐震改修等の促進に努めます。

（４）狭あい道路整備の促進（計画整備班)

狭あい道路の拡幅に向けた手続き等について、町ホームページや広報「ニュ

ーしすい」等で周知し、狭あい道路の整備に向けた取り組みを推進します。

３

３

４

３

３

委託による維持管理加えて、住民協働課機動班と協働し、

道路、公園等の除草、植栽剪定等を行うことで、安全な歩

行空間の確保や良好な公園・緑地の維持に努めました。

空き家予防セミナーを後援したほか、空き家の適切な管理

は所有者の責務である等、広報「ニューしすい」に掲載し

ました。

また、空家等対策計画改定に先立ち、予定通り空き家の実

態調査を実施しました。

良好な景観形成に向けて、酒々井町景観法に基づく届出の

適合の可否について、適切な処理を行いました。

住宅耐震診断、住宅耐震改修工事、耐震シェルター等の整

備、危険ブロック塀等の撤去及び家具転倒防止等の各種補

助制度について、町ホームページや広報「ニューしすい」

に掲載したところ、住宅耐震改修補助が１件ありました。

狭あい道路の整備促進向けて町ホームページや広報「ニュ

ーしすい」等で周知するとともに、飯積地先で拡幅工事を

実施しました。
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（５）宅地耐震化推進事業の促進（計画整備班）

令和３年度調査で変状が見られ優先度評価が高い２箇所【東酒々井地先（令

和４年度調査済）・上本佐倉１丁目】のうち、上本佐倉１丁目地先の大規模盛土

造成地変動予測調査業務を行い、宅地耐震化推進事業を促進します。

３ 上本佐倉１丁目地先において、大規模盛土造成地変動予測

調査業務を行い、宅地耐震化推進事業を促進しました。


